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▲ ▲ ▲

公的年金等受給者のための所得税確定申告相談会
　公的年金等受給者で所得税の確定申告が必要な
人を対象に、確定申告の相談会を開催します。

▲ ▲ ▲
所得税の確定申告はインターネットで便利に

　インターネットに接続できるパソコンがある人
は、国税庁ホームページ「確定申告書作成コー
ナー」で、確定申告書が自宅で簡単に作成できま
す。作成した申告書に必要な証明書などを添付し
て、津税務署へ郵送または持参してください。
　また、ｅ-Ｔaxで電子申告ができます。利用に
は電子証明書を付与した住基カードの取得など事
前準備が必要ですので、詳しくはｅ-Ｔaxホーム
ページをご覧ください。

　所得税の電子申告（ｅ-Ｔax）を利用するための
個人向けの電子証明書を取得するには、住民基本
台帳カード（住基カード）が必要です。
　確定申告時期には窓口が混み合い、手続きに時
間がかかる場合がありますので、住基カードと電
子証明書の取得は早めにお願いします。
発行手数料　住基カード…500円、電子証明書…
　500円
有効期限　住基カード…10年間、電子証明書…
　３年間
受付時間　月～金曜日9時～17時（祝・休日を除く）
受付窓口　市民課または各総合支所市民福祉課（市
　民課）

■公的年金等の収入金額が400万円以下の人の申告
　平成23年分以降、公的年金等の収入金額の合
計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金
等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の
場合は、所得税の確定申告書を提出する必要がな
くなりました。この場合でも、所得税が還付にな
る人は、確定申告書を提出することができます。
　また、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されて
いる控除内容に変更や追加がある場合(扶養控除
の増減、国民健康保険料や国民年金などの社会保
険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの追
加)は、市民税・県民税の申告をしなければ税額
計算に算入されないので、それらの控除を受ける
場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

▲ ▲ ▲

市民税・県民税の申告
　平成25年１月１日に居住していた市区町村で
申告してください。また、確定申告をすれば市民
税・県民税の申告は不要です。所得税・確定申告
に関することは津税務署（　228－3131）へお問い
合わせください。
　昨年度、市民税・県民税の申告をした人などに
は１月下旬に申告書を発送します。申告書が届か

ない場合も、申告が必要な人は申告してくださ
い。申告書は郵送で
も提出できます。所
得や控除の証明とな
る資料を申告書に添
付して、市民税課へ
郵送してください。
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２月８日㈮
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　　13日㈬

イオン津南ショッピング
センター サンバレー
２階イベントホール

２月12日㈫
　　13日㈬ 市久居庁舎３階会議室

２月６日㈬
　　７日㈭ 市河芸庁舎防災研修室

２月５日㈫ 白山公民館農民研修室
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住基カード・電子証明書の取得はお早めに
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